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第47回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第47回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行

使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう

え、平成26年６月23日（月曜日）午後６時30分までに議決権を行使してください

ますようお願い申し上げます。

［書面による議決権行使の場合］

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期

限までに到着するようご返送ください。

［電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合］

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com）にアクセ

スしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」

および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、上記の行使

期限までに議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。

　インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁から４頁までに記載

の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお

願い申し上げます。

　なお、書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使により重複

して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なも

のといたします。

敬　具
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記

１．日 時 平成26年６月24日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号

新宿パークタワー　パークハイアット東京
39階　ボールルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第47期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第47期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項 第１号議案　　剰余金処分の件
第２号議案　　取締役８名選任の件
第３号議案　　監査役３名選任の件
第４号議案　　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

４．招集にあたっての取締役会のその他の決定事項
（1）代理人による議決権行使
　 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の
   方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、議決
   権行使書用紙、代理権を証明する書面に押印された印鑑証明書または
   パスポート、運転免許証もしくは各種健康保険証の写しその他の株主
   様本人を確認できる資料とともに代理権を証明する書面のご提出が必
   要となりますのでご了承ください。

（2）議決権の不統一行使に際してのご通知方法
   株主様がその有する議決権を統一しないで行使される場合には、株主
　 総会の日の３日前までに、当社に対してその有する議決権を統一しな
   いで行使する旨およびその理由を書面によりご通知ください。

（3）議決権の重複行使
   ①書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使により重複

 して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を
 有効なものといたします。

   ②インターネットによる議決権行使により重複して議決権を行使された
 場合は、 後に行使されたものを有効といたします。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
また、本株主総会終了後、同会場において株主懇談会を開催いたしますので、

引き続きご参加くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正

が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社のウェブサイト（ＵＲ
Ｌ http://www.artnature.co.jp）に掲載させていただきます。
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〈インターネットによる議決権行使のご案内〉

１．インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項
議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、
行使してくださいますようお願い申し上げます。

(1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下
記ＵＲＬをご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能で
す。
なお、議決権行使サイトは、携帯電話、ＰＨＳ、スマートフォンを用いた
インターネットでは、ご利用いただけませんのでご了承ください。インタ
ーネットにより、議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行
使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。

(2) 今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関しての
み有効です。
次の総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いた
します。

(3) 書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使により重複して
議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な行
使としてお取扱いいたします。

(4) インターネットによる議決権行使により複数回、議決権を行使された場合
は、 後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。

(5) インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株
主様のご負担となります。

２．インターネットによる議決権行使の具体的方法
(1) http://www.it-soukai.comにアクセスしてください。
(2) 議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押し

てください。
議決権行使コードおよびパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用
紙右下に記載しております。

(3) 画面の案内に従い、平成26年６月23日（月曜日）午後６時30分までに議案
に対する賛否をご入力、ご送信ください。

３．ご利用環境について
インターネットによる議決権行使をしていただくには、以下のようなシステ
ムが必要です。

◎パソコン　　　　　　　　Windows®機種
(携帯電話、ＰＤＡ、ゲーム機には対応いたしてお
りません)

◎ブラウザ　　　　　　　　Microsoft®　Internet Explorer5.5以上
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◎インターネット環境　　　プロバイダとの契約などインターネットが利用で
きる環境

◎画面解像度　　　　　　　1024×768以上をご推奨いたします。

＊Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の
国における登録商標または商標です。

４．セキュリティーについて
行使された情報が改ざん・盗聴されないよう暗号化通信（SSL128Bit）技術を
使用しておりますので、安心してご利用いただけます。
また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株
主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意く
ださい。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございませ
ん。

５．お問い合わせ先について
(1) インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関す

る専用お問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
電話　0120－768－524（フリーダイヤル）
（受付時間　午前９時から午後９時まで　土日休日を除く）

(2) 上記(1)以外の住所変更等に関するお問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部
電話　0120－288－324（フリーダイヤル）
（受付時間　午前９時から午後５時まで　土日休日を除く）
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（提供書面）
 　　　　　　　　　　　事　 業　 報　 告

（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

① 全般的概況

  当連結会計年度における我が国経済は、政府の経済・金融政策などを背景

に、景気回復の兆しが見られるものの、円高是正による輸入物価上昇を背景

とした国内物価への上昇圧力や４月以降の消費税率の引上げによる個人消費

の伸び悩み懸念等、依然として先行き不透明な状況で推移しております。

　このような状況のもと、当社グループでは、更なる成長を目指し、「製造・

販売一体となったお客様満足の追求」「新業態・新チャネルでの成果の創出」

「業務革新の推進と利益構造の改善」「強い人材の育成と働き甲斐のある職

場風土の確立」を基本方針とし、効果的な広告宣伝、商品開発力の強化や販

売スタッフの技術力・接客力・商品提案力の強化によるお客様の定着推進等

の諸施策を実施いたしました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は400億１千７百万円(前連結会計年度

比14.0%増)となりました。利益については、売上高の増加により営業利益は

53億８千３百万円(同32.4%増)、経常利益は54億６千１百万円(同32.9%増)、

当期純利益は31億３千１百万円（同35.5%増）と前連結会計年度比増収増益と

なりました。

（注）本事業報告において、「当社グループ」とは、会社法施行規則第120条第２項に用い

られている「企業集団」を意味するものとします。

なお、セグメント別の売上高は次のとおりです。

(男性向け売上高)

　男性向け売上高については、お客様担当制強化によるお客様の定着推進、

販売スタッフの技術力・接客力・商品提案力の強化によるお客様満足向上等

の諸施策を実施した結果、220億３千３百万円(前連結会計年度比5.9%増)と

なりました。
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(女性向け売上高)

　女性向け売上高については、百貨店での展示試着会の拡大、新商品の積極

的販売、販売スタッフのスキル強化によるお客様満足向上、ウィッグ定期点

検プログラムによるお客様の定着推進等の諸施策を実施した結果、142億９

千７百万円(同20.5%増)となりました。

② 資金調達の状況

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額50

億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、本契約に基づ

く資金調達およびその他の資金調達は行っておりません。

③ 設備投資等の状況

当連結会計年度中に実施いたしました当社グループの設備投資の総額は18

億６千６百万円で、その主なものは次のとおりです。

イ　当連結会計年度中に完成した主要設備

新規出店　８店舗（宇都宮ＬＳ、上野ＬＳ、川崎ＬＳ、溝の口ＬＳ、

　　　　　　　　　蒲田ＬＳ、藤枝ＬＳ、加古川ヤマトヤシキ店、

　　　　　　　　　加古川ヤマトヤシキＬＳ）

上記の８店舗以外に別形態店舗（ジュリア・オージェ）を17店舗出

店しております。

既存店舗の移転　６店舗（新宿中央店、藤枝店、阿倍野ＬＳ、

　　　　　　　　　　　　難波ＬＳ、熊本店、熊本ＬＳ）

（注）ＬＳは、「レディースサロン」をいいます。

ロ　当連結会計年度中において継続中の主要設備の新設

カンボジア新工場の建設が継続中であります。

ハ　当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。
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④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

 　 ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

　　⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　該当事項はありません。
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(2) 財産および損益の状況の推移

① 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分
第44期

平成22年度
第45期

平成23年度
第46期

平成24年度

第47期
平成25年度

(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 30,352 31,813 35,091 40,017

営 業 利 益 (百万円) 2,597 3,306 4,066 5,383

経 常 利 益 (百万円) 2,649 3,417 4,109 5,461

当 期 純 利 益 (百万円) 746 1,626 2,310 3,131

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 45円79銭 101円69銭 145円75銭 195円13銭

総 資 産 (百万円) 26,324 28,482 32,544 37,754

純 資 産 (百万円) 15,543 16,015 17,696 21,408

１ 株 当 た り 純 資 産 額 956円68銭 1,010円42銭 1,114円50銭 1,294円23銭

② 当社の財産および損益の状況の推移

区 分
第44期

平成22年度
第45期

平成23年度
第46期

平成24年度

第47期
平成25年度
（当期）

売 上 高 (百万円) 30,330 31,769 35,012 39,879

営 業 利 益 (百万円) 2,670 3,302 4,088 5,436

経 常 利 益 (百万円) 2,721 3,258 4,114 5,498

当 期 純 利 益 (百万円) 837 1,473 2,209 3,178

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 51円36銭 92円16銭 139円38銭 198円08銭

総 資 産 (百万円) 26,963 29,012 32,806 37,729

純 資 産 (百万円) 16,256 16,604 18,049 21,789

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,000円67銭 1,047円60銭 1,137円03銭 1,317円78銭
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主な事業内容

ARTNATURE PHILIPPINES INC.
60,000,000

フィリピン・ペソ
100.0％ かつらの製造

ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC. 260,000,000
フィリピン・ペソ

100.0％ かつらの製造

アイ


トゥ

特
リー


ファ

(上海)貿易有限公司
36,000,000

中国・人民元
100.0％

毛髪関連製品
の販売

ARTNATURE (CAMBODIA) INC.
2,500,000

アメリカ・ドル
100.0％ かつらの製造

(4) 対処すべき課題

　当社グループの属する国内毛髪関連市場の現状は、ストレス社会、高齢化

社会の進展、アンチエイジング志向の高まりなどにより需要は拡大していく

ものと予想されます。一方で、発毛促進や植毛、さらには再生医療等、毛髪

業界のみならず、隣接業界との競合関係も厳しさを増していくものと推察さ

れます。こうした環境下において、さらなる成長と企業価値の向上を目指す

べく以下の課題に重点的に取組んでまいります。

　①メンズ部門では、業界のトップとしての地位を確保しつつ、お客様担当

制を強化し、よりお客様の定着率を高めて、着実な成長を図ります。

　②レディース部門では、展示試着会の積極的な開催などにより新規のお客

様を増加させるとともに、既存のお客様の定着化を促すよう技術力、接

客力を磨き業績向上を目指します。

　③女性向け既製品ウィッグ（ジュリア・オージェ）部門では、新規出店の

ペースを上げるとともに、催事、通販など販売チャネルの拡大やＴＶＣ

Ｍなどの投入によりブランド認知度を高め、業績の拡大を図ってまいり

ます。

　④お客様のニーズに応えた 高の品質の製品と 良のサービスを開発し、

定期的に市場投入すると同時に、ターゲットとするお客様に対し、より

効果的な反響が得られるような広告宣伝を展開し、需要の掘り起こしを

図ってまいります。

　⑤当社のオーダーメードかつらは、フィリピンの子会社（２工場）におい

て一つひとつ手作りで生産をしており、その品質は高い評価をいただい

ておりますが、今後さらに工場における生産性を向上させ、原価低減や

納期の短縮に努めてまいります。一方、既製品ウイッグは中国の製造委
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託先にて製造を行っておりますが、販売数量の拡大や生産コストの上昇

に対応するため、より安定的で低コストな供給体制を構築してまいりま

す。また、現在建設を進めているカンボジアの新工場では、オーダーメ

ードかつらおよび既製品ウイッグ双方の生産を開始する予定です。今後

についても、各国の政治・経済・社会情勢や自然災害に対する備え、さ

らには当局による規制など、生産拠点としての優位性やカントリーリス

ク等を総合的に判断し、 適な生産体制を構築してまいります。

  ⑥費用面においては、固定費の圧縮により損益分岐点を引下げ、当社グル

ープの収益体質をより強固なものにするために、全社ベースで経費削減

に取組み、効率的な経費の使用により、利益率の向上を図ってまいりま

す。

　⑦当社では、正社員の約８割に当たる1,776名（平成26年３月31日現在）が

理容師または美容師の資格保有者です。これらの従業員に対し、当社の

商品知識、技術・サービスの研修はもとより、髪に関する知識、接客マ

ナー、ＣＳ（お客様満足度の向上）、コンプライアンス等の研修を定期

的に実施し、お客様の信頼をいただき、満足度を高めて当社のリピータ

ーとなっていただくことを目指しております。また、営業以外の部門の

従業員についても専門性と互換性を高めるために、教育研修制度の確立

と自己研鑽を支援する仕組みを構築し、人材育成の充実を図っておりま

す。

(5) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在）

　当社グループの主要事業は、毛髪関連製品の製造・販売およびサービスの

提供であり、主要商品・サービスは次のとおりです。

オーダーメードかつら…………レクア、

ＨＦＬ（ヘア・フォーライフ）シード、

アートセラ、エルタントラ、

フォルテ、ヌードファインピタト、

ヌードファインキープ、

ピュアモーレ、ピュアマリー

増毛………………………………マープナチュレ、マープソニック、

マープマッハ、マーピング

育毛ケア…………………………ＳＣ Ｆｏｕｒシーズンズプログラム

ホームケアセット

理容備品…………………………アートミクロンパウダー、ＬＡＢＯＭＯ
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育毛サービス……………………ＳＣ Ｆｏｕｒシーズンズプログラム

既製品ウィッグ…………………ジュリア・オージェ、７ＤＡＹＳ ＷＩＧ、

レフィア、エミュウ

(6) 主要な営業所および工場（平成26年３月31日現在）

①　当社

本社　東京都渋谷区代々木三丁目40番７号

ＡＮ第２別館（東京都渋谷区）

商品物流センター（新潟県村上市）

店舗

ブ ロ ッ ク 店舗数 (店 ) 都 道 府 県

北 日 本 30 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

関 東 信 越 28 茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野

首 都 圏 56 東京、千葉、神奈川、山梨

中 部 43 富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重

関 西 40 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中 四 国 25 鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高知

九 州 29 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄

合 計 251

（注）ブロック区分は、当社の上記表のとおりの都道府県区分によっております。

上記店舗数以外に、既製品ウィッグを提供している別形態店舗（ジュリア・

オージェ）が51店舗ございます。

②　子会社

フィリピン

ARTNATURE PHILIPPINES INC.

ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC.

中国
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司
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(7) 従業員の状況（平成26年３月31日現在）

①　当社グループの従業員の状況

事業部門の名称 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

毛 髪 関 連 事 業 2,439人 51人増

全   社   （共   通） 175人 6人増

合 計 2,614人 57人増

（注）１．従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除く）であり、上

記従業員の他に、臨時従業員（パートタイマー、派遣社員、契約社員、嘱託社員を含

む）2,151人（期中平均人員）を雇用しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理

部門に所属しているものであります。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

2,220人 141人増 38.2歳 ８年８ヶ月

（注）従業員数は、就業人員（当社から当社外への出向者を除く）であり、上記従業員の他に、

臨時従業員（パートタイマー、派遣社員、契約社員、嘱託社員を含む）270人（期中平均人

員）を雇用しております。
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２．会社の現況（平成26年３月31日現在）

(1) 株式の状況

① 発行可能株式総数 55,440,000株

② 発行済株式の総数 17,167,800株

　　　（自己株式582,169株を含む）
 (注) 発行済株式総数の前期末比640,500株増加は、公募増資450,000株(払込期日：平成25

年12月６日)、第三者割当増資180,000株(払込期日：平成25年12月25日)、当社役職

員のストックオプション行使10,500株の株式発行によるものです。

③ 株主数 3,846名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

五 十 嵐 　 祥 　 剛 3,116,470 18.7

有 限 会 社 ア イ ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 1,651,000 9.9

塚 本 　 武 1,275,300 7.6

S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D  T R U S T  C O M P A N Y 596,600 3.5

KAS BANK CLIENT ACC TREATY DUTCH RESIDENTS 569,199 3.4

日本ﾄﾗｽ ﾃ ｨ・ｻｰ ﾋ ﾞ ｽ信託銀行株式会社 568,700 3.4

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 537,400 3.2

五 十 嵐 　 啓 　 介 494,600 2.9

阿 久 津 　 弘 　 子 494,000 2.9

石 井 英 昭 489,900 2.9

 (注) １．当社は、自己株式を582,169株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。

　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　        なお、自己株式582,169株には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が

所有する当社株式89,900株は含まれておりません。

－ 13 －

会社の現況株式の状況



(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

    交付された新株予約権の状況

発 行 決 議 日 平成24年６月21日

新 株 予 約 権 の 数 　　　　　　　　780個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　78,000株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額
新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり

　　　　　　　　100円
(１株当たり　１円)

権 利 行 使 期 間
平成26年８月２日から
平成34年７月31日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の 保 有 状 況 取 締 役
新株予約権の数　　　260個
目的となる株式数 26,000株
保有者数　　　　　 　４名

     (注)①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は権利行使時に

おいても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員その他これに準ずる地

位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が任期満了により退任

または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、

この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人による新株予約権の行使は認められない

ものとする。ただし、新株予約権者が業務上の災害等で死亡した場合は、新株予

約権の相続人が新株予約権を行使することができるものとする。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　　　　　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

① 取締役および監査役の状況（平成26年３月31日現在）

地 　 　 位 氏 　 　 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長兼社長 五十嵐　祥　剛

ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC.取締役会長
ARTNATURE LANDHOLDING PHILIPPINES INC.取締役会長
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司董事長
ARTNATURE SINGAPORE PTE. LTD.取締役会長
ARTNATURE (CAMBODIA) INC.取締役会長

取 締 役 副 社 長 林 　 俊 一 コンプライアンス統括室担当

常 務 取 締 役 五十嵐　啓　介

上席執行役員広告宣伝部長
広告宣伝部・チャネル開発室・広報部担当
有限会社アイ・コーポレーション代表取締役社長
株式会社ビューティーラボラトリ取締役

常 務 取 締 役 森 安 寿 一
上席執行役員メンズ営業本部長兼レディース営業本部長
メンズ営業本部・レディース営業本部担当

取 締 役 川 添 久 幸

上席執行役員生産本部長　生産本部担当
ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC.取締役社長
ARTNATURE LANDHOLDING PHILIPPINES INC.取締役副会長
ARTNATURE (CAMBODIA) INC.取締役副会長

取 締 役 佐 竹 圭 介
上席執行役員ＪＯ営業本部長兼ＪＯ営業部長
ＪＯ営業本部担当
ARTNATURE SINGAPORE PTE. LTD.取締役

取 締 役 内 藤 　 功
上席執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長
経営管理本部担当

取 締 役 種　房　俊　二
日本高純度化学株式会社取締役
アルコニックス株式会社取締役
株式会社シード監査役

常 勤 監 査 役 小　林　芳　雄

監 査 役 佐　野　　　真 不二綜合法律事務所　弁護士

監 査 役 長谷川　恭　昭
フィデアホールディングス株式会社取締役
長谷川公認会計士事務所　公認会計士

（注）１．監査役　佐野　真および長谷川恭昭は、社外監査役であります。

２．監査役　長谷川恭昭は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。

３．当社は、監査役　佐野　真を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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② 当事業年度中に退任した取締役および監査役

   該当事項はありません。

③ 取締役および監査役の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の総額

区　　　　　　分 員 　 　 　 数 報 酬 等 の 額 （ 千 円 )

取 締 役 ８人 400,800

監 査 役
（ 内 社 外 監 査 役 ）

３人
（２人）

33,600
(13,200)

合　　　　　　　計
（ 内 社 外 監 査 役 ）

11人
（２人）

434,400
(13,200)

 (注) １．取締役の報酬額は、平成24年６月21日開催の第45回定時株主総会において年額700百万

円以内と決議いただいております。

２．監査役の報酬額は、平成18年６月29日開催の第39回定時株主総会において年額50百万

円以内と決議いただいております。

３．上記の報酬等の額には、当事業年度における取締役８名に対する役員賞与引当金の繰

入額150百万円が含まれております。

４．上記の報酬等の額とは別に、当事業年度における取締役４名に対するストックオプシ

ョンによる報酬額10百万円を計上しております。

５．上記の報酬等の額とは別に、当事業年度における役員退職慰労金の繰入額51百万円(取

締役８名に対して48百万円、監査役３名に対して３百万円(内社外監査役２名に対し１

百万円))を計上しております。

６．上記の報酬等の額にグループ会社役員兼務の取締役に対するグループ会社からの当事

業年度の役員報酬等を加えた取締役への支払総額は405百万円となります。

　　なお、グループ会社からの退職慰労金はありません。
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④ 社外役員に関する事項

社外監査役に関する事項

イ　監査役　佐野　真

(ア)他の法人等の業務執行者としての兼務状況および当社と当該他の法人

等との関係

該当事項はありません。

(イ)他の法人等の社外役員としての兼任状況および当社と当該他の法人等

との関係

該当事項はありません。

(ウ)会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者

およびその三親等以内の親族等であったことはありません。

(エ)当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の19回の取締役会の内、18回出席し、監査役会は14回

開催中14回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じて

質問、助言を行っております。

(オ)責任限定契約の内容の概要

社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を

負う場合について、法令に定める 低責任限度額を限度として責任を負

う旨の責任限定契約を締結しております。

なお、上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原

因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るも

のと同契約で規定されております。

(カ)当社の子会社等から当事業年度の役員として受けた報酬等の額

該当事項はありません。
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ロ　監査役　長谷川　恭昭

(ア)他の法人等の業務執行者としての兼務状況および当社と当該他の法人

等との関係

該当事項はありません。

(イ)他の法人等の社外役員としての兼任状況および当社と当該他の法人等

との関係

監査役長谷川恭昭は、フィデアホールディングス株式会社の社外取締

役であります。当社とフィデアホールディングス株式会社との間に取引

関係はありません。

(ウ)会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者

およびその三親等以内の親族等であったことはありません。

(エ)当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の19回の取締役会の内、18回出席し、監査役会は14回

開催中14回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応

じて質問、助言を行っております。

(オ)責任限定契約の内容の概要

社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を

負う場合について、法令に定める 低責任限度額を限度として責任を負

う旨の責任限定契約を締結しております。

なお、上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原

因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るも

のと同契約で規定されております。

(カ)当社の子会社等から当事業年度の役員として受けた報酬等の額

該当事項はありません。
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(4) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

報酬等の支払額（千円）

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 39,350

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

41,115

　　(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

　　法に基づく監査の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業

　　年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　　２．当社の重要な子会社ARTNATURE PHILIPPINES INC.およびARTNATURE MANUFACTURING

 　 PHILIPPINES INC.の会計監査はSYCIP GORRES VELAYO & CO.が、
アイ


トゥ

特
リー


ファ

(上海)

　　貿易有限公司の会計監査は、上海錦潤会計師事務所有限公司が行っております。

③ 非監査業務の内容

  当社は、会計監査人に対し、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、東

京証券取引所市場変更申請のための書類作成に関する助言業務、新株式発行

に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、監査役会の同意を得てまたは監査役会の請求に基づい

て、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とするものとし

ます。

　監査役会では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認める場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に

招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告します。

　なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案して、再任若しく

は不再任の決定を行うことができるものとし、不再任を決定した場合は、会

計監査人の不再任に関する議案を株主総会の会議の目的とすることを取締

役会に請求します。
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⑤ 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

(5) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保する体制の構築を目的として、平成18年５

月15日開催の取締役会の決議で内部統制基本方針を制定しました。その後当

社の内部統制の体制構築・運用状況に応じて定期的に見直しを行っておりま

す。直近では平成22年５月13日開催の取締役会の決議で下記の内容に改定い

たしました。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ　取締役の職務執行は、法令及び取締役会規程に従い取締役会が監督する

とともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。

ロ　コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本

規程」、「アートネイチャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守

及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。

ハ　上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、グループ会社

のコンプライアンスに対する取組みを横断的に統括することとし、取締

役及び使用人に対する教育を行う。

ニ　社長直轄部署である監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程

等に則って適正に行われているかを監査するとともに、コンプライアン

ス統括室と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査し、その結果を

取締役会及び監査役会に報告するものとする。

ホ　当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場

合、内部通報制度を通じて、コンプライアンス統括室又は社外の弁護士

に直接報告できる体制を整える。行為の重大性に応じてコンプライア

ンス統括室あるいは取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定

して、全社的にその内容を周知徹底するものとする。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ　取締役の職務執行に係る文書または電磁的記録による情報については、

法令及び文書管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に

検索性の高い状態で保存・管理することとし、取締役及び監査役は必

要に応じて閲覧できるものとする。

ロ　業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、

「情報システム管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報シス

テムセキュリティ管理細則」、「インサイダー取引防止規程」、「営

業秘密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ　各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会

を設置し、担当取締役を置く。リスクマネジメント委員会は、定められ

たリスクマネジメント基本規程に従い、外部環境や経営環境の変化に伴

い発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応するた

め、リスク管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に

関するリスクの管理を行い、各部責は自部署のリスクについての管理を

行うとともに定期的な見直しを実施する。

ロ　リスクが顕在化した際は危機管理基本規程に従い代表取締役社長を

高責任者とした危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな

危機の収束を図る。

ハ　大規模災害時に備えて、「事業継続計画（BCP）規程」に基づき、情報

システム・重要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での

保管等の措置を講じる。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ　取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとと

もにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会はその

具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。

ロ　月次の業績は、ＩＴを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会

計としてデータ化し、経営企画部が取締役会に報告する。

ハ　経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれ

の機能強化を図るため、執行役員制度を導入するものとする。

ニ　組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権

限を明確にした「職務権限規程」を制定するものとする。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

イ　グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに

適用する行動指針として、経営理念、社是及び「アートネイチャーグル

ープの行動規範」を定め、これを基礎として、グループ各社で諸規程を

定めるものとする。

ロ　グループ会社は、関係会社管理規程に従い、事業運営に関する一定の重

要事項について当社の経営会議での審議及び取締役会への付議若しく

は報告を行う。

ハ　当社の監査部はグループ各社の内部監査を実施し、その結果を各グルー

プ会社の社長及び当社の取締役会・監査役会に報告するものとする。当

社取締役会及び監査役会は、必要に応じて、グループ各社に対して改善

を求めるものとする。

ニ　グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反

その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、グル

ープ会社のみならず、当社の取締役会及び監査役会に報告するものとす

る。

ホ　監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断

する事項について監査部に調査を依頼することができる。

ヘ　グループ会社の自主性を尊重しつつ、経営企画部は四半期毎に予算及び

事業計画の執行状況を確認する。

ト　当社及びグループ会社の主要業務について、定期的に内部統制の有効性

について自己点検・自己評価（日常的モニタリング）を行い、重大な問

題がある場合は取締役会及び監査役会に報告するものとする。取締役

会及び監査役会は、報告内容を審議し、必要があると認める場合は、当

該関係部署の部責またはグループ会社社長に更なる改善措置を求める

ものとする。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制

　監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重した

うえで監査役室に１名以上の使用人を必要に応じて配置する。
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⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

イ　監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。

ロ　監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定につ

いては監査役会の事前の同意を得て行うものとする。

ハ　監査役室に所属する使用人は取締役からの独立性の確保に留意し、業務

の執行に係る役職を兼務しないこととする。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　グループ会社の取締役及び使用人は法定の事項に加え、次の事項を遅滞な

く報告するものとする。

イ　全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項

ロ　監査部による内部監査の結果

ハ　コンプライアンス統括室が運営するコンプライアンス「ほっとライン」

への通報状況

ニ　取締役及び使用人が発見した「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある

事項」「重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為」「定款

に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」

⑨ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ　監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士

などの専門知識を有する人材を登用するものとする。

ロ　取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会

社を取り巻くリスク等、重要課題について意見交換を行う。

ハ　監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換

を行う。

ニ　監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に

出席できるものとする。

ホ　監査役より会社情報の提供を求められたときには、取締役及び使用人は

遅滞なく提供を行うものとする。

⑩ 財務報告の適正性を確保する体制

　グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る

内部統制の基本方針に基づき、グループ会社各社は財務報告に係る、必要か

つ適切な内部統制を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続

的に評価し、必要な是正を行うものとする。
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⑪ 反社会的勢力を排除するための体制

　当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持

たず、不当要求にも応じない。不当要求の対応を所管する部署を総務部と定

めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る社内規程等の体制整備を行

い、反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携し

て情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。

(6) 株式会社の支配に関する基本方針

　当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に

基づき、商品開発力の強化、人材の育成、グループ経営によるコスト低減、

生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組

むことが必要であり、また取引先、従業員、地域住民等のステークホルダー

との信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。

　上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関

係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保されない場合

は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

　当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施、および取引先を始めとする

ステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の企業価

値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案

を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当で

ないと考えています。

　現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当

社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、そのよう

な買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予

め定めるものではありません。

　しかしながら、当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されまし

た当然の責務として、当社株式取引や株主の異動を常に注視し、当社株式を

大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として も適切

と判断する措置を取るものとします。

　具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との

交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的

な対抗措置の要否および内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるも

のとします。
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(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への利益還元を経営の 重要課題の一つと認識しており、経

営基盤の強化、財務体質の強化および将来の事業拡大のための内部留保の充

実を勘案しつつ、株主への安定配当の維持に努めることを基本方針としてお

ります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方

針とします。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間

配当については取締役会であります。

内部留保資金につきましては厳しい競合他社との競争に打ち勝っていくた

め、他社との差別化、営業力強化を図るべく店舗の移転・リニューアル、シ

ステム等に有効投資してまいりたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配

当をすることができる。」旨を定款に定めております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成26年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資  産   の   部） （負  債   の   部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

保 証 金 及 び 敷 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

25,852,963

14,690,314

4,950,216

2,019,818

1,511,546

124,072

1,034,979

764,948

609,580

167,163

△19,677

11,901,830

6,835,251

4,062,714

40,591

2,054,251

3,986

673,706

445,670

445,670

4,620,907

843,541

1,329,948

2,370,793

140,151

△63,527

流 動 負 債 11,298,669

買 掛 金 358,818

未 払 金 2,013,447

未 払 法 人 税 等 1,557,281

前 受 金 4,802,951

賞 与 引 当 金 905,878

役 員 賞 与 引 当 金 150,000

商 品 保 証 引 当 金 31,206

ポ イ ン ト 引 当 金 67,760

そ の 他 1,411,324

固 定 負 債 5,047,176

役員退職慰労引当金 1,202,065

退職給付に係る負債 2,496,107

資 産 除 去 債 務 1,067,620

そ の 他 281,382

負 債 合 計 16,345,845

（純  資  産  の  部）

株 主 資 本 21,308,564

資 本 金 3,662,925

資 本 剰 余 金 3,550,447

利 益 剰 余 金 14,626,624

自 己 株 式 △531,433

その他の包括利益累計額 40,643

その他有価証券評価差額金 3,329

為替換算調整勘定 167,253

退職給付に係る調整累計額 △129,939

新 株 予 約 権 51,368

少 数 株 主 持 分 8,371

純 資 産 合 計 21,408,947

資 産 合 計 37,754,793 負 債 及 び 純 資 産 合 計 37,754,793
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 40,017,123

売 上 原 価 10,316,026

売 上 総 利 益 29,701,097

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 24,318,052

営 業 利 益 5,383,044

営 業 外 収 益

受 取 利 息 90,664

受 取 配 当 金 1,414

投 資 有 価 証 券 評 価 益 71,824

そ の 他 53,426 217,328

営 業 外 費 用

為 替 差 損 39,529

支 払 保 証 料 58,271

そ の 他 40,911 138,713

経 常 利 益 5,461,660

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,317 1,317

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 24,121

減 損 損 失 33,492 57,614

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,405,363

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,458,796

法 人 税 等 調 整 額 △187,925 2,270,871

少数株主損益調整前当期純利益 3,134,491

少 数 株 主 利 益 3,189

当 期 純 利 益 3,131,302
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成2 5年４月１日残高 3,001,095 2,888,595 12,288,081 △531,453 17,646,317

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 661,830 661,830 1,323,661

剰 余 金 の 配 当 △792,759 △792,759

当 期 純 利 益 3,131,302 3,131,302

自 己 株 式 の 取 得 △58 △58

自 己 株 式 の 処 分 21 79 100

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 661,830 661,852 2,338,542 20 3,662,246

平成2 6年３月3 1日残高 3,662,925 3,550,447 14,626,624 △531,433 21,308,564

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

平成 2 5年４月１日残高 3,030 21,216 － 24,246 21,658 4,640 17,696,861

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 － 1,323,661

剰 余 金 の 配 当 － △792,759

当 期 純 利 益 － 3,131,302

自 己 株 式 の 取 得 － △58

自 己 株 式 の 処 分 － 100

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

299 146,037 △129,939 16,397 29,710 3,731 49,839

連結会計年度中の変動額合計 299 146,037 △129,939 16,397 29,710 3,731 3,712,085

平成2 6年３月3 1日残高 3,329 167,253 △129,939 40,643 51,368 8,371 21,408,947
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　　　　　　　　10社

主要な連結子会社の名称

ARTNATURE PHILIPPINES INC.、ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC.

株式会社ＭＪＯ、特（上海）貿易有限公司

　なお、ARTNATURE（CAMBODIA）INC.は新たに設立したため連結の範囲に含めておりま

す。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない関連会社数

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　在外連結子会社７社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に当たっては、

同決算日現在の計算書類を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。

　その他の連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。

４．会計処理基準に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等による時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。）なお、

組込デリバティブを区分して測定することができな

い複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を

損益に計上しております。

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

かつら

オーダーメードかつら　　　　個別法による原価法

その他かつら　　　　　　　　移動平均法による原価法
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その他の商品　　　　　　　　　移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

製品・原材料・仕掛品　　　　　　主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

貯蔵品

支給資材　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

貸出品　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

サンプル品　　　　　　　　　　個別法による原価法

その他の貯蔵品　　　　　　　　 終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　　　定率法

（リース資産除く）　　　　　　　但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法を採用してお

ります。なお、在外連結子会社の有形固定資産につ

いては定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　10年～50年

無形固定資産　　　　　　　　　　定額法

（リース資産除く）　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

リース資産

　所有権移転外ファイナンス・

　リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を検討して回収

不能見込額を計上しております。

賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込

額に基づき計上しております。

役員賞与引当金　　　　　　　　　役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額

に基づき計上しております。

商品保証引当金 商品の無償保証契約に基づく修理費に充てるため、

過去の修理実績に基づきその必要額を見積もり計上
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しております。

ポイント引当金　　　　　　　　　ポイント制度に基づき付与したポイントの利用に備

えるため、使用実績率に基づき将来利用されると見

込まれるポイントに対し、その費用負担額を計上し

ております。

役員退職慰労引当金　　　　　　　役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

(6) 退職給付に係る負債の計上基準

従業員に対する退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主と

して６年）による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(7) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結会計年度末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。

(8) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

５．会計方針の変更に関する注記

退職給付に関する会計基準等の適用

当連結会計年度より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年

５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」と

いう。）を適用しております（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く）。これにより、退職給付債務から年金資産の額を

控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異

を退職給付に係る負債に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱い

に従っており、当連結会計年度において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計

額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が2,496,107千円計上される

とともに、その他の包括利益累計額が129,939千円減少しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　7,237,039千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 16,527,300 640,500 ― 17,167,800

自 己 株 式

普 通 株 式 672,138 31 100 672,069

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加640,500株は、公募による新株式発行450,000株、第三

者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる当社株式の売り出し）

180,000株、新株予約権の行使10,500株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加31株は、単元未満株式の買取りによる増加であり

ます。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少100株は、株式給付信託から当社従業員への給付に

よる減少であります。

４．自己株式の普通株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有す

る当社株式89,900株を含めております。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社

（信託Ｅ口）が所有する当社株式を自己株式と認識しているためです。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当た
り配当額

基 準 日 効力発生日

平成25年６月20日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 396,379千円 25円 平成25年３月31日 平成25年６月21日

平成25年10月30日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 396,380千円 25円 平成25年９月30日 平成25年12月３日

（注）配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式

90,000株に対する配当金2,250千円（平成25年６月20日決議）及び89,900株に対する配当金

2,247千円（平成25年10月30日決議）を含んでおりません。これは、資産管理サービス信託

銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する株式を自己株式と認識しているためです。
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当た
り配当額

基 準 日 効力発生日

平成26年６月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 494,871千円 30円 平成26年３月31日 平成26年６月25日

（注）配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式

89,900株に対する配当金2,697千円を含んでおりません。これは、資産管理サービス信託銀

行株式会社（信託Ｅ口）が所有する株式を自己株式と認識しているためです。

(3) 当連結会計年度末における新株予約権に関する事項

平成18年３月９日臨時株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 35,100株

（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

（金融商品に関する注記）

　１．金融商品の状況に関する注記

(1)　金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、主に安全性の高い金融資産で運用しておりま

す。また、運転資金並びに設備投資計画に基づく必要資金については、基本的には手元資

金にて充当しております。多額の設備投資等資金の必要がある場合については、主要取引

金融機関と締結しておりますコミットメントライン契約に基づき、その必要資金を調達す

る方針であります。

(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと

もに、取引先の信用状況を１年ごとに把握する体制としております。

有価証券及び投資有価証券は主として債券を保有しており、発行体の信用リスクに晒さ

れておりますが、四半期ごとにその債券の時価を把握しております。また、保証金及び敷

金は、主に当社が展開する店舗等にかかる敷金であります。保証金及び敷金は、預け先の

信用リスクに晒されておりますが、当該預け先の信用状況を１年ごとに把握する体制とし

ております。

営業債務である買掛金、並びに未払金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日でありま

す。
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　２．金融商品の時価等に関する事項

平成26年３月31日現在（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

　連結貸借対照表
　計上額（*2）

時価（*2） 差額

(1)　現金及び預金 14,690,314 14,690,314 －

(2)　売掛金 4,950,216

貸倒引当金(*1） △19,677

4,930,538 4,972,225 41,687

(3)　有価証券 2,019,818 2,019,818 －

(4)　投資有価証券

その他有価証券 770,880 770,880 －

(5)　保証金及び敷金 2,370,793

貸倒引当金(*1） △7,520

2,363,273 1,933,781 △429,491

(6)　買掛金 (358,818) (358,818) －

(7)　未払金 (2,013,447) (2,013,447) －

(8)　未払法人税等 (1,557,281) (1,557,281) －

(9)　デリバティブ取引 － － －

　(*1) 売掛金、保証金及び敷金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

 （*2）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

(2) 売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間

及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(3) 有価証券

有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっており

ます（下記(9)参照）。

(5) 保証金及び敷金

これらの時価については、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を残存期間

に対応する安全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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(6) 買掛金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

(7) 未払金

未払金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

(8) 未払法人税等

未払法人税等はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

(9) デリバティブ取引

組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、複合金融商品全体を時

価評価しており、その時価は、当該投資有価証券の時価に含めて記載しております

（上記(4)参照）。

２．組合出資金（連結貸借対照表計上額72,661千円）は組合財産が非上場株式など時価

を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため、「(4)投資有価

証券　その他有価証券」には含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たりの純資産額 1,294円23銭

２．１株当たりの当期純利益 195円13銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成26年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資  産   の   部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

保 証 金 及 び 敷 金

会 員 権

貸 倒 引 当 金

24,471,321

13,627,660

4,950,787

2,019,818

1,491,115

913,689

717,382

595,918

398,715

△243,765

13,258,240

6,341,743

3,665,657

46,397

992

67

235,306

1,973,518

419,804

443,367

299,302

65,902

78,162

6,473,129

843,541

1,976,215

870

11,768

6,186

1,261,658

2,345,435

90,980

△63,527

（負  債   の   部）

流 動 負 債 11,087,921

買 掛 金 322,514

リ ー ス 債 務 232,371

未 払 金 1,971,440

未 払 費 用 746,315

未 払 法 人 税 等 1,551,276

未 払 消 費 税 等 168,207

前 受 金 4,778,800

預 り 金 150,133

賞 与 引 当 金 905,878

役 員 賞 与 引 当 金 150,000

商 品 保 証 引 当 金 31,206

ポ イ ン ト 引 当 金 67,760

そ の 他 12,016

固 定 負 債 4,852,550

リ ー ス 債 務 211,737

退 職 給 付 引 当 金 2,301,482

役員退職慰労引当金 1,202,065

資 産 除 去 債 務 1,067,620

そ の 他 69,645

負 債 合 計 15,940,472

（純  資  産  の  部）

株 主 資 本 21,734,392

資 本 金 3,662,925

資 本 剰 余 金 3,550,447

資 本 準 備 金 3,550,425

その他資本剰余金 21

利 益 剰 余 金 15,052,452

利 益 準 備 金 88,300

その他利益剰余金 14,964,152

別 途 積 立 金 3,000,000

繰越利益剰余金 11,964,152

自 己 株 式 △531,433

評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,329

その他有価証券評価差額金 3,329

新 株 予 約 権 51,368

純 資 産 合 計 21,789,090

資 産 合 計 37,729,562 負 債 及 び 純 資 産 合 計 37,729,562
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損　益　計　算　書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 39,879,114

売 上 原 価 10,537,959

売 上 総 利 益 29,341,154

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 23,904,236

営 業 利 益 5,436,917

営 業 外 収 益

受 取 利 息 91,741

受 取 配 当 金 1,414

投 資 有 価 証 券 評 価 益 71,824

そ の 他 60,574 225,554

営 業 外 費 用

為 替 差 損 34,941

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 34,065

支 払 保 証 料 58,271

そ の 他 36,727 164,006

経 常 利 益 5,498,466

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 22,485

減 損 損 失
33,492

55,977

税 引 前 当 期 純 利 益 5,442,488

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,450,513

法 人 税 等 調 整 額 △186,721 2,263,792

当 期 純 利 益 3,178,696
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株主資本等変動計算書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合 計別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

平成25年４月1日残高 3,001,095 2,888,595 ― 2,888,595 88,300 3,000,000 9,578,216 12,666,516

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 661,830 661,830 661,830 ―

剰 余 金 の 配 当 ― △792,759 △792,759

当 期 純 利 益 ― 3,178,696 3,178,696

自己株式の取得 ― ―

自己株式の処分 21 21 ―

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額

(純額)

事業年度中の変動額合計 661,830 661,830 21 661,852 ― ― 2,385,936 2,385,936

平成26年３月31日残高 3,662,925 3,550,425 21 3,550,447 88,300 3,000,000 11,964,152 15,052,452

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成25年４月1日残高 △531,453 18,024,752 3,030 3,030 21,658 18,049,440

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 1,323,661 ― 1,323,661

剰 余 金 の 配 当 △792,759 ― △792,759

当 期 純 利 益 3,178,696 ― 3,178,696

自己株式の取得 △58 △58 ― △58

自己株式の処分 79 100 ― 100

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額

(純額)
299 299 29,710 30,009

事業年度中の変動額合計 20 3,709,640 299 299 29,710 3,739,650

平成26年３月31日残高 △531,433 21,734,392 3,329 3,329 51,368 21,789,090
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しております。）なお、組

込デリバティブを区分して測定することができない複

合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を損益に

計上しております。

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

かつら

オーダーメードかつら　　　　個別法による原価法

その他のかつら　　　　　　　移動平均法による原価法

その他の商品　　　　　　　　　移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

貯蔵品

支給資材　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

貸出品　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

サンプル品　　　　　　　　　　個別法による原価法

その他の貯蔵品　　　　　　　　 終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　　　定率法

（リース資産除く）　　　　　但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については、定額法を採用しておりま

す。

無形固定資産　　　　　　　　　　定額法

（リース資産除く）　　　　　自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

リース資産

　所有権移転外ファイナンス・

　リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。
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長期前払費用　　　　　　　　　　定額法

４．引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額

に基づき計上しております。

役員賞与引当金　　　　　　　　　役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

商品保証引当金　　　　　　　　　商品の無償保証契約に基づく修理費に充てるため、過

去の修理実績に基づきその必要額を見積もり計上して

おります。

ポイント引当金　　　　　　　　　ポイント制度に基づき付与したポイントの利用に備え

るため、使用実績率に基づき将来利用されると見込ま

れるポイントに対し、その費用負担額を計上しており

ます。

退職給付引当金　　　　　　　　　従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）による定額

法により翌事業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金　　　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

６．消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

－ 40 －

個別注記表



（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 6,998,320千円

２．関係会社に対する金銭債権 316,834千円

３．関係会社に対する金銭債務 167,093千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高の総額

営業取引による取引高の総額

売上高 19,428千円

仕入高 2,412,882千円

販売管理費及び一般管理費 1,256千円

営業取引以外の取引による取引高の総額 14,721千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式 672,069株

（注）自己株式の普通株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する

当社株式89,900株を含めております。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社（信

託Ｅ口）が所有する当社株式を自己株式と認識しているためです。
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（税効果会計に関する注記）

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

流動資産

貸倒引当金繰入超過額 90,442千円

賞与引当金繰入超過額 322,855千円

商品保証引当金繰入超過額 11,122千円

ポイント引当金繰入超過額 24,149千円

商品評価損否認 10,978千円

事業所税 8,981千円

事業税 108,933千円

その他 101,884千円

計 679,347千円

固定資産

貸倒引当金繰入超過額 22,641千円

投資有価証券評価損 10,378千円

会員権評価損 31,623千円

関係会社株式評価損 133,782千円

役員退職慰労引当金繰入超過額 428,415千円

一括償却資産償却超過額 19,536千円

退職給付引当金繰入超過額 820,248千円

減損損失 86,706千円

資産除去債務 380,499千円

その他 45,243千円

計 1,979,075千円

繰延税金資産小計 2,658,423千円

評価性引当額 △633,169千円

繰延税金資産合計 2,025,253千円

繰延税金負債

固定負債

資産除去債務(有形固定資産） △165,833千円

その他有価証券評価差額金 △1,843千円

繰延税金負債合計 △167,677千円

繰延税金資産の純額 1,857,576千円
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（関連当事者との取引に関する注記）

　　該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たりの純資産額 1,317円78銭

２．１株当たりの当期純利益 198円08銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月12日

株式会社アートネイチャー
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 布施木　孝　叔 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 関 口 依 里 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アートネイチャーの平成
25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意思表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社アートネイチャー及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月12日

株式会社アートネイチャー
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 布施木　孝　叔 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 関 口 依 里 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アートネイチャー
の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第47期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告をいたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　各監査役は、監査役会が定めた、監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を
図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な店舗（事業所）において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。また、事業報告に記載されている「株式会
社の支配に関する基本方針」（会社法施行規則第118条第３号イ）について
も検討いたしました。
　子会社については、子会社の取締役及び監査役並びに当社監査部と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書
について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

　　一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

　　二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

　　三　事業報告に記載されている内部統制システムに関する取締役会決

議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

　　四　事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針につ

いては、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

３．後発事象

　特に記載すべき重要な後発事象はございません。

平成26年５月19日

株式会社アートネイチャー　監査役会

常勤監査役 小 林 芳 雄 

社外監査役 佐 野 　 真 

社外監査役 長谷川　恭　昭 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　  剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題の一つとして認識し

ており、経営基盤の強化、財務体質の強化、および将来の事業拡大のための

内部留保の充実を勘案しつつ、株主の皆様への安定配当の維持に努めること

を基本方針としております。

　第47期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき、当期の経営成

績等を総合的に勘案したうえで、普通配当25円を実施するとともに、記念配

当(東証一部上場記念)５円を実施し、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金30円

　なお、この場合の配当総額は497,568,930円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成26年６月25日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

　該当事項はありません。
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第２号議案　取締役８名選任の件

　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、新任取締役候補者１名を含む８名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

い

五
が

十
らし

嵐
 

　
よし

祥
 

　
かた

剛
(昭和16年８月１日生)

昭和42年４月　当社創業者故阿久津三郎の営む
　　　　　　　かつら事業に参画(当社前身)
昭和42年６月　当社設立時に入社
昭和52年10月　㈱アートネイチャー関西設立
　　　　　　　代表取締役社長
昭和56年10月　㈱アートネイチャー四国設立
　　　　　　　代表取締役社長
平成12年４月　当社代表取締役社長
平成12年８月　㈱アートネイチャー東京
　　　　　　　代表取締役社長
平成13年３月　㈱アートネイチャー千葉
　　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　　㈱アートネイチャー古都
　　　　　　　代表取締役社長
平成14年９月　EUROTECH HAIR SYSTEMS,INC.
　　　　　　　(現ARTNATURE PHILIPPINES
　　　　　　　INC.)取締役会長
平成16年２月　BICOL HAIR EXPORT 

CORPORATION 取締役会長
平成19年７月　当社代表取締役会長兼社長(現
　　　　　　　任)
［重要な兼職の状況］
ARTNATURE LANDHOLDING PHILIPPINES INC.取締
役会長
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司董事長
ARTNATURE SINGAPORE PTE. LTD.取締役会長
ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC.取
締役会長
ARTNATURE (CAMBODIA) INC.取締役会長

3,116,470株

２

はやし

林
 

　
 

　 　
しゅん

俊
 

　
いち

一
(昭和23年１月１日生)

昭和46年４月　㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成10年４月　同行渋谷支店長
平成12年５月　当社入社　顧問
平成12年６月　当社常務取締役
平成15年10月　当社常務取締役新規事業本部長
　　　　　　　兼新業態事業部長
平成17年４月　当社常務取締役管理本部長
平成20年５月　当社常務取締役
平成22年６月　当社取締役副社長
平成22年10月　当社取締役副社長兼管理本部長
平成24年４月　当社取締役副社長（現任）

209,500株
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

３

い

五
が

十
らし

嵐
 

　
けい

啓
 

　
すけ

介
(昭和46年12月８日生)

平成10年12月　㈱アートネイチャー関西入社
平成19年10月　当社広告宣伝部長
平成20年４月　当社執行役員広告宣伝部長
平成20年６月　当社取締役広告宣伝部長
平成21年５月　当社取締役兼上席執行役員広告
　　　　　　　宣伝部長
平成22年10月　当社取締役兼上席執行役員広告
　　　　　　　宣伝部長兼チャネル開発室長
平成24年４月　当社常務取締役
平成25年４月　当社常務取締役兼上席執行役員
              広告宣伝部長（現任)
［重要な兼職の状況］
㈲アイ・コーポレーション代表取締役社長
㈱ビューティーラボラトリ取締役

494,600株

４

もり

森
やす

安
ひさ

寿
かず

一
(昭和33年11月15日生)

平成３年５月　㈱アートネイチャー関西入社
平成17年４月　当社店舗営業部長
平成20年４月　当社執行役員営業本部副本部長
平成21年４月　当社上席執行役員営業本部長
平成21年６月　当社取締役兼上席執行役員営業
　　　　　　　本部長
平成23年４月　当社取締役兼上席執行役員メン
　　　　　　　ズ営業本部長
平成24年４月　当社常務取締役兼上席執行役員
　　　　　　　メンズ営業本部長兼レディース
　　　　　　　営業本部長(現任)

11,700株

５

かわ

川
ぞえ

添
ひさ

久
ゆき

幸
(昭和33年12月24日生)

平成７年11月　㈱アートネイチャー中部入社
平成14年４月　当社営業統括本部営業管理部長
平成15年10月　当社村上商品センター部長
平成16年７月　当社生産本部副本部長
平成19年７月　当社生産本部長
平成20年４月　当社上席執行役員生産本部長
平成21年６月　当社取締役兼上席執行役員生産
　　　　　　　本部長(現任)
［重要な兼職の状況］
ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC.取
締役社長
ARTNATURE LANDHOLDING PHILIPPINES INC.取締
役副会長
ARTNATURE (CAMBODIA) INC.取締役副会長

5,000株
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

６

さ

佐
たけ

竹
けい

圭
すけ

介
(昭和31年10月５日生)

平成４年１月　㈱アートネイチャー関西入社
平成17年４月　当社新規営業部長
平成20年４月　当社執行役員営業本部副本部長
平成22年４月　当社上席執行役員ＪＯ営業本部
　　　　　　　長
平成24年４月　当社上席執行役員ＪＯ営業本部
　　　　　　　長兼ＪＯ営業部長
平成24年６月　当社取締役兼上席執行役員ＪＯ
　　　　　　　営業本部長兼ＪＯ営業部長
平成26年４月　当社取締役上席執行役員ＪＯ営
　　　　　　　業本部長兼ＪＯ事業開発部長
　　　　　　　(現任)
［重要な兼職の状況］
ARTNATURE SINGAPORE PTE. LTD.取締役

10,500株

７

ない

内
とう

藤
 

 
いさお

功
(昭和34年７月28日生)

昭和57年４月　㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）
入行

平成18年５月　㈱みずほ銀行厚木支店長
平成21年５月　当社入社　経営企画部理事
　　　　　　　当社執行役員経営企画部長
平成24年４月　当社上席執行役員管理本部長兼
　　　　　　　経営企画部長
平成24年６月　当社取締役兼上席執行役員管理
　　　　　　　本部長兼経営企画部長
平成25年４月　当社取締役兼上席執行役員経営
　　　　　　　管理本部長兼経営企画部長
平成26年１月　当社取締役兼上席執行役員経営
　　　　　　　管理本部長兼経営企画部長兼人
　　　　　　　事部長(現任)

1,700株

８

※
なが

長
お

尾
じ

二
ろう

郎
(昭和42年10月６日生)

平成７年４月　弁護士登録
　　　　　　　青木・関根・田中法律事務所入
　　　　　　　所
平成24年４月　 高裁判所司法研修所民事弁護
　　　　　　　教官
平成26年１月　左門町法律事務所入所(現任)

－

(注)　１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．五十嵐啓介は、㈲アイ・コーポレーションの代表取締役社長でありますが、同社と当

　　　　　社の間には取引関係はありません。

　　　３．※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　４．長尾二郎氏は、社外取締役候補者であります。

　　　５．長尾二郎氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培って

　　　　　きた専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令遵守の精神を有しておられることか

　　　　　ら、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、社外取締役とし

　　　　　て選任をお願いするものであります。

　　　６．当社は、長尾二郎氏が選任された場合には、長尾二郎氏との間で、法令に定める 低

　　　　　責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。

　　　７．また、長尾二郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、

　　　　　独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

－ 51 －

取締役選任議案



第３号議案　監査役３名選任の件

　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

こ

小
ばやし

林
よし

芳
お

雄
(昭和25年10月23日生)

昭和48年７月　当社入社
平成13年４月　当社東京営業本部長
平成14年10月　当社販売チャネル開拓第一部長
平成16年６月　当社常勤監査役(現任)

101,000株

２

さ

佐
の

野
 

 
まこと

真
(昭和44年４月10日生)

平成７年４月　弁護士登録
　　　　　　　田邨・大橋・横井法律事務所入
　　　　　　　所
平成13年５月　当社仮監査役
平成13年６月　当社監査役（現任）
平成23年11月　不二綜合法律事務所入所（現
　　　　　　　任）

－

３

は

長
せ

谷
がわ

川
 

　
やす

恭
 

　
あき

昭
(昭和14年４月18日生)

昭和37年４月　㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）
　　　　　　　入行
昭和45年11月　公認会計士登録
昭和61年８月　長谷川公認会計士事務所開業
　　　　　　　（現任）
平成15年６月　当社監査役（現任）
平成20年６月　㈱北都銀行取締役
平成21年10月　フィデアホールディングス㈱取
　　　　　　　締役（現任)

－

(注)　１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　２．佐野真氏及び長谷川恭昭氏は、社外監査役候補者であります。

　　　３．佐野真氏は、長年の弁護士として培われた法律知識および経験に鑑み会社の監査業務

　　　　　に充分な見識を有しておられることから、社外監査役として適切に職務を遂行できる

　　　　　ものと判断し選任をお願いするものであります。

　　　４．長谷川恭昭氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的見地および見識を

　　　　　有しておられることから、社外監査役として適切に職務を遂行できるものと判断し選

　　　　　任をお願いするものであります。

　　　５．佐野真氏および長谷川恭昭氏は現在当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査

　　　　　役としての在任期間は本総会終結の時をもって佐野真氏は13年、長谷川恭昭氏は11年

　　　　　になります。

　　　６．佐野真氏および長谷川恭昭氏と当社との間で、法令に定める 低責任限度額を限度と

　　　　　して責任を負う旨の責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合には本契約

　　　　　を継続する予定であります。

　　　７．当社は、佐野真氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　　　　　同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定でありま

　　　　　す。

－ 52 －

監査役選任議案



第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます種房俊二氏に

対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額

の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

　なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと

存じます。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

種 房 俊 二 平成12年６月　　当社取締役就任　現在に至る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

－ 53 －

退任取締役に対する退職慰労金贈呈議案



第47回定時株主総会会場のご案内
会　　　場 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号

新宿パークタワー　パークハイアット東京　39階　ボールルーム

最　寄　駅 ＪＲ線・小田急線　　新宿駅下車　　南口　　　　　徒歩約13分
京王新線　　　　　　初台駅下車　　東口　　　　　徒歩約10分
都営大江戸線　　　　都庁前駅下車　Ａ４出口　　　徒歩約７分
（「◀- - - -」は、最寄駅から会場までの順路を示します。）

路 線 バ ス 新宿駅西口　京王バス21番乗場より
新宿ＷＥバス　西ルート乗車
パークハイアット東京前下車　（運賃100円　５～10分で到着）

京 王 バ ス 時 刻 表

８時 29 37 45 54

９時 ３ 12 21 30 39 48

(会場付近略図)
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＜パークハイアット東京　会場ご案内図＞
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